
 

 

 

 

 

     

◇
宮
司
の
柴
田
で
す
。 

皆
様
、
大
変
お
待
た
せ
を

致
し
ま
し
た
。 

約
三
ヶ
月
ぶ
り
、
八
十
八
日
ぶ
り
の

宮
司
プ
レ
ス
第
百
四
十
八
号
の
発
行
で
す
。 

「
五
経
」

の
一
つ
、
中
国
最
古
の
詩
集
で
あ
る
「
詩
経
」、
孔
子
の

編
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、「
靡
不
有
初 

鮮
克
有

終
」
と
あ
り
ま
す
。 

読
み
下
し
ま
す
と
、
「
初
め
有

（
あ
）
ら
ざ
る
は
靡
（
な
）
し
、
克
（
よ
）
く
終
わ
り

有
（
あ
）
る
は
鮮
（
す
ぐ
）
な
し
」
で
す
。 

現
代
訳

を
試
（
こ
こ
ろ
）
み
ま
す
と
、「
初
め
は
誰
だ
っ
て
頑
張

る
が
、
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
る
の
は
容
易
で
は
な
い
」

と
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。 

最
初
の
九
十
一
号
ま
で

は
、
毎
月
欠
か
さ
ず
発
行
を
続
け
ら
れ
た
の
で
す
が
、

と
う
と
う
、
十
四
ヵ
月
も
遅
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

遅
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
多
く
を
語
り
た
く
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、「
鮮
克
有
終
」、「
継
続
は
力
な
り
」
を
実
感

さ
せ
ら
れ
た
、
こ
の
空
白
の
八
十
八
日
間
で
し
た
。 

 

◇
「
雨
過
天
晴
雲
破
処
」、
さ
て
、
何
と
書
い
て
あ
り
、

ど
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

「
う
か
て
ん
せ
い 

く
も
や
ぶ
れ
る
と
こ
ろ
」
と
読
み

ま
す
。 

平
成
二
十
八
年
二
月
発
行
の
宮
司
プ
レ
ス
百

十
一
号
に
詳
述
（
し
ょ
う
じ
ゅ
つ
）
し
て
い
ま
す
。 

「
雨
過
天
青
雲
破
処
（
う
か
て
ん
せ
い
く
も
や
ぶ
れ 

     

る
と
こ
ろ
）」、
こ
れ
は
唐
の
国
の
皇
帝
が
、
こ
の
よ

う
な
色
の
青
磁
（
せ
い
じ
）
の
壷
（
つ
ぼ
）
を
欲
（
ほ

っ
）
し
た
と
い
う
言
葉
で
す
。 

そ
の
意
味
は
、
雨

が
止
み
、
雲
の
隙
間
（
す
き
ま
）
か
ら
の
ぞ
い
た
青

空
の
青
こ
そ
、
も
っ
と
も
澄
み
切
っ
て
清
々
し
い
青

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。 

私
が
、
初
め
て
こ
の
言
葉

を
知
っ
た
の
が
、
葉
室
麟
（
は
む
ろ 

り
ん
）
さ
ん

の
「
蒼
天
見
ゆ
」
と
い
う
本
を
読
了
（
ど
く
り
ょ
う
）

し
た
時
で
し
た
。 

そ
の
「
蒼
天
見
ゆ
」
と
い
う
著

書
、
幕
末
に
、
失
意
の
内
に
暗
殺
さ
れ
た
父
の
敵
を

果
た
そ
う
と
、
明
治
時
代
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
「
仇

討
（
あ
だ
う
ち
）」
を
成
し
遂
（
と
）
げ
た
、
天
野
六

郎
さ
ん
と
い
う
の
が
主
人
公
で
す
。 

そ
の
六
郎
さ

ん
は
、
母
か
ら
、
亡
く
な
っ
た
父
の
教
え
を
聞
か
さ

れ
ま
す
。 

「
青
空
を
見
よ
。 

時
に
曇
り
、
雷
雨

（
ら
い
う
）
と
も
な
る
が
、
い
ず
れ
青
空
が
戻
っ
て

く
る
。 

そ
れ
を
信
じ
れ
ば
何
が
あ
ろ
う
と
も
悔
い

る
こ
と
は
な
い
。 

い
か
な
る
苦
労
が
あ
ろ
う
と
も
、

い
つ
か
頭
の
上
に
は
青
い
空
が
広
が
る
。 

そ
の
こ

と
を
忘
れ
る
な
。 

蒼
天
を
見
よ
。」、
自
ら
が
何
を

な
し
て
参
れ
ば
よ
い
か
思
い
迷
っ
た
と
き
の
心
構

え
を
諭
（
さ
と
）
さ
れ
た
の
で
す
。 

思
わ
ず
、
落

涙
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。 

過
日
の
十
月
二
十
二
日
の
「
即
位
礼
正
殿
の
儀
（
そ

く
い
れ
い
せ
い
で
ん
の
ぎ
）」
の
映
像
を
テ
レ
ビ
で

見
さ
し
て
頂
き
ま
し
た
。 

降
り
し
き
る
雨
が
、
天

皇
陛
下
が
、
お
で
ま
し
に
な
る
と
、
雨
が
止
み
晴
れ

渡
っ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

私
は
、
そ
の
瞬
間
、

こ
の
、「
雨
過
天
晴
雲
破
処
」
の
言
葉
を
思
い
出
し
、

感
動
も
一
入
（
ひ
と
し
お
）
で
あ
り
ま
し
た
。 

こ
の

令
和
の
時
代
も
、
希
望
に
満
ち
溢
れ
、
そ
の
希
望
を
天

皇
陛
下
皇
后
陛
下
共
々
に
、
国
民
が
共
有
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
光
景
で
あ
り
ま
し
た
。 

令
和
に
入
り
、
自
然
災
害
の
悲
惨
さ
恐
ろ
し
さ
、
天
然

の
無
常
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。 

自
然
現
象
は
、

科
学
の
宿
命
で
は
あ
り
ま
す
が
、
人
力
で
は
ど
う
し
よ

う
も
な
く
、
い
ち
早
い
復
興
を
願
う
も
の
で
あ
り
ま
す

し
、
日
毎
、
月
毎
、
折
節
（
お
り
ふ
し
）
毎
の
お
祭
り

を
、
心
を
込
め
て
御
奉
仕
申
し
上
げ
、「
大
難
は
小
難
、

小
難
は
無
難
」
に
な
る
よ
う
祈
り
を
捧
げ
な
け
れ
ば

と
、.

思
い
を
新
た
に
し
て
い
ま
す
。 

寺
田
寅
彦
さ
ん

は
、「
自
然
現
象
か
ら
逃
（
の
が
）
れ
る
事
は
出
来
な
い

が
、
注
意
次
第
で
災
害
を
軽
減
（
け
い
げ
ん
）
で
き
る

可
能
性
が
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

今
年
の

私
の
講
演
で
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
「
四
Ｋ
の

敬
神
生
活
、
感
謝
・
謙
虚
・
希
望
・
工
夫
」、
寺
田
寅
彦

さ
ん
の
仰
（
お
っ
し
ゃ
る
）
る
そ
の
注
意
次
第
の
一
つ

の
「
心
が
け
」
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

そ

し
て
、
私
は
、
最
近
の
講
演
で
は
、「
プ
ラ
ス
一
Ｒ
」
を
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提
唱
し
て
い
ま
す
。 

そ
の
「
一
Ｒ
」
は
、「
利
他
（
り

た
）、
思
い
や
り
」
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

孔
子
も
、

「
己
の
欲
せ
ざ
る
と
こ
ろ
、
人
に
施
す
な
か
れ
」、「
自

分
が
さ
れ
た
く
な
い
と
思
う
こ
と
は
、
人
に
し
て
は
な

ら
な
い
」
と
説
か
れ
ま
し
た
。 

そ
れ
が
、
恕
（
じ
ょ
）

と
い
う
心
、
思
い
や
り
な
の
で
す
。 

ま
さ
に
、「
利
他
」

な
の
で
す
。 

そ
の
日
本
人
の
「
利
他
」
の
お
手
本
と

な
る
お
姿
が
、
私
は
、
天
皇
陛
下
皇
后
陛
下
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。 

即
位
礼
（
そ
く
い
れ
い
）、
祝
賀
御

列
（
し
ゅ
く
が
お
ん
れ
つ
）
の
儀
、
大
嘗
祭
（
だ
い
じ

ょ
う
さ
い
）
を
無
事
に
終
え
ら
れ
た
両
陛
下
、
被
災
地

へ
の
御
巡
幸
を
熱
望
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
そ
う
で
、

大
変
有
り
難
く
思
い
ま
す
。 

常
に
国
民
に
寄
り
添
っ

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
お
姿
に
感
謝
の
気
持
ち
で
一
杯
で

す
。 

鎌
倉
時
代
に
制
定
さ
れ
た
法
律
に
、「
御
成
敗
式

目
（
ご
せ
い
ば
い
し
き
も
く
）」
が
あ
り
ま
す
。 

そ
の

第
一
条
に
、
「
神
は
人
の
敬
に
よ
っ
て
威
を
増
し 

人

は
神
の
徳
に
よ
っ
て
運
を
添
う
」
と
あ
り
ま
す
。 

神

様
は
、
人
々
の
敬
い
に
よ
っ
て
お
力
が
増
大
し
、
そ
の

増
大
し
た
お
力
に
よ
っ
て
我
々
の
暮
ら
し
が
良
く
な

っ
て
い
く
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
法
律
の

｢

神｣

を
「
天
皇
陛
下
」
に
、
恐
れ
な
が
ら
替
え
さ
せ
て

頂
き
ま
す
と
、
我
々
が
、
天
皇
陛
下
を
お
慕
い
申
し
上

げ
れ
ば
申
し
上
げ
る
ほ
ど
、
天
皇
陛
下
の
御
存
在
が
大

き
く
な
り
、
我
々
の
暮
ら
し
が
明
る
く
豊
か
な
も
の
に

な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

人
気
コ
ー
ラ
ス
デ

ュ
オ
の
「
コ
ブ
ク
ロ
」
さ
ん
の
「
さ
く
ら
」
と
い
う
歌

の
歌
詞
に
も
「
止
ま
な
い
雨
は
な
い
」
と
あ
り
ま
す
。 

ま
さ
に
、「
雨
過
天
晴
雲
破
処
（
う
か
て
ん
せ
い 

く
も

や
ぶ
れ
る
と
こ
ろ
）」、
我
々
国
民
の
心
に
光
を
当
て
て

く
だ
さ
る
天
皇
陛
下
皇
后
陛
下
の
御
即
位
を
心
か
ら

お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

御
自
愛
く
だ
さ
い
。 

◇
九
月
、
十
月
、
十
一
月
の
祭
典
行
事
会
議
等
活
動
報
告 

▼
月
次
祭 

＊
九
月
月
一
日
、十
五
日
、十
月
一
日
、 

十
月
十
五
日 

▼
貴
布
禰
神
社
月
次
祭 

＊
九
月
一
日
、
十
月
一
日 

 

十
一
月
一
日 

▼
若
宮
神
社
例
祭 

＊
九
月
六
日~

七
日 

▼
朝
粥
会 

＊
九
月
二
十
一
日
、
十
月
二
十
一
日 

▼
貴
布
禰
神
社
例
祭 

＊
九
月
二
十
二
日
～
二
十
三
日 

▼
秋
季
祖
霊
祭 

＊
九
月
二
十
三
日 

 
▼
秋
季
例
大
祭 

 
 

◆
六
連
島
八
幡
宮 

 
▼
前
夜
祭 

＊
十
月
四
日 

 
 
 

▼
本
殿
祭
、
御
神
幸
祭 

＊
十
月
五
日 

 
 

◆
田
の
首
八
幡
宮 

 
 
 

▼
前
夜
祭 
＊
十
月
十
二
日 

 
 
 

▼
本
殿
祭
、
御
神
幸
祭 

＊
十
月
十
三
日 

 
 

◆
彦
島
八
幡
宮 

 
 
 

▼
前
夜
祭 

＊
十
月
十
八
日 

 
 
 

▼
本
殿
祭 

＊
十
月
十
九
日 

 
 
 

▼
御
神
幸
祭 

＊
十
月
二
十
一
日 

 

▼
舞
子
島
八
幡
宮
例
祭 

＊
十
月
十
五
日 

 

▼
明
治
祭 

＊
十
一
月
三
日 

 
 

▼
龍
宮
神
社
例
祭 

＊
十
一
月
三
日 

 
 

▼
大
嘗
祭
臨
時
大
祓
（
り
ん
じ
お
お
は
ら
い
） 

 

＊
十
一
月
十
三
日 

 
 

▼
八
幡
宮
関
係
団
体 

 
 

◆
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
会
秋
季
例
大
祭
奉
納
大
会 

＊
九
月
二
十
九
日 

◆
敬
神
婦
人
会
役
員
会 

＊
十
月
二
日 

◆
奉
賛
会
役
員
会 

＊
十
月
四
日 

◆
彦
島
八
幡
宮
リ
ー
グ
打
合
せ
＊
十
月
七
日
、
十
五
日 

◆
秋
季
例
大
祭
奉
仕
者
説
明
会 

＊
十
月
十
六
日 

◆
第
八
回
彦
島
八
幡
宮
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会 

＊
十
一
月
十
日 

 

▼
山
口
県
神
社
庁
、
同
下
関
支
部
関
係 

 
 

◆
神
社
関
係
者
大
会 

＊
九
月
三
日 

◆
下
関
支
部
総
代
敬
婦
合
同
役
員
会
＊
九
月
九
日 

◆
下
関
市
敬
神
婦
人
会
茶
話
会
＊
九
月
十
八
日 

◆
山
口
県
神
社
庁
神
宮
大
麻
頒
布
始
祭 

＊
十
月
十
日 

◆
県
内
支
部
頒
布
始
祭
出
向 

■
周
南
支
部 

＊
十
月
二
十
四
日 

■
阿
萩
支
部 

＊
十
月
三
十
日 

■
下
関
支
部 

＊
十
一
月
五
日 

 
 

◆
天
皇
陛
下
御
即
位
下
関
奉
祝
大
会
＊
十
一
月
十
七
日 

▼
下
関
西
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ 

 
 

■
例
会 

＊
九
月
四
日
、
十
一
日
、
十
八
日
、
二
十
五
日
、

十
月
二
日
、
九
日
、
十
六
日
、
二
十
三
日
、
二
十
七
日(

地

区
大
会)

、
十
一
月
六
日
十
一
月
十
三
日
■
理
事
会 

＊

九
月
十
一
日
、
十
月
九
日 

 

▼
下
関
木
鶏
ク
ラ
ブ
八
月
例
会 

＊
十
月
一
日 


